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資料４



港湾施設の総合的な維持管理の推進

（１）維持管理における施設の性能の担保
①維持管理計画の策定

②第三者機関による評価

③国による監査・是正勧告・公表 等

（２）国自らによる国有港湾施設の維持管理

検討項目
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港湾施設の維持管理の課題と対策

①民間事業者による維持管理計画の策定、
港湾管理者による確認。

②緊急の必要がある場合、技術基準に 照

らして適切な対応が取られていることを国
が確認。

①維持管理の計画的な実施。

②良好な維持管理を担保す
る具体的手段がない。

○民間事業者が維持管理（維
持管理計画の策定義務なし）

↓

維持管理の実態が不明。

港湾管理者による安全性の
確認が困難。

民間
施設

①港湾管理者による維持管理計画の策定

②維持管理の専門職員を拡充する制度の
創設（港湾構造物診断士）

③緊急の必要がある場合、技術基準に 照

らして適切な対応が取られていることを国
が確認。

①維持管理の計画的な実施。

②維持管理の専門職員が不
足。

③国によるチェック・是正シス
テムがない。

○港湾管理者が維持管理（維
持管理計画の策定義務なし）

↓

不十分な維持管理に起因す
る事故等の発生

補助
施設

①港湾管理者の同意のもと国が維持管理
計画を作成。

②不適切な維持管理に対する是正命令、公
表、管理委託の解除

↓

高度な技術力、広域的管理を有する施

設については国が直接維持管理

①維持管理の計画的な実施。

②維持管理財源の不足。

③以下の施設に関して適切
な維持管理が困難

・高度な維持管理技術を要す
る施設

・広域的な管理・運営が求め
られる施設

①港湾管理者が維持管理（維
持管理計画の策定義務なし）。

②国が管理状況を監査 〔港湾
法施行令第１７条の１０〕。

↓

不十分な維持管理に起因す
る事故等の発生

直轄
施設

対策（案）課題現状
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計画的な維持管理実施の枠組みの事例

道路の修繕に

関する法律

第８条 建築物の所有
者、管理者又は占有者
は、その建築物の敷地、
構造及び建築設備を常
時適法な状態に維持す
るように努めなければな
らない。

２ 第１２条第１項に規
定する建築物の所有者
又は管理者は、その建
築物の敷地、構造及び
建築設備を常時適法な
状態に維持するため、必
要に応じ、その建築物の

維持保全に関する準則
又は計画を作成し、その
他適切な措置を講じな
ければならない。この場
合において、国土交通
大臣は、当該準則又は
計画の作成に関し必要
な指針を定めることがで
きる。

第８９条 本線及び
本線上に設ける電
車線路は、線区の状
況及び列車の運行
状況に応じ、巡視し
なければならない。

【解釈基準】

本線及び本線の電
車線路は車両の所
定の速度で安全に
運転することができ
る状態に保持するた
め、線区の状況、列
車の運行状況に応
じて巡視すること。
巡視の頻度や時期、
方法などについては、
状況に応じて定める
こと。

第１６条 河
川管理者は、
その管理する
河川について、
計画高水流量
その他当該河
川の河川工事
及び河川の維
持（次条にお
いて「河川の
整備」という。）
についての基
本となるべき
方針に関する
事項（以下「河
川整備基本方
針」という。）を
定めておかな
ければならな
い。

第１３条 前条に規定す

るものを除くほか、国道
の維持、修繕、・・・・その
他の管理は、政令で指
定する区間（以下「指定
区間」という。）内につい
ては国土交通大臣が行
い、その他の部分につ
いては都道府県がその
路線の当該都道府県の
区域内に存する部分に
ついて行う。

第５６条の２の２

水域施設、外郭施
設、係留施設その
他の政令で定める
港湾の施設は、他
の法令の規定の
適用がある場合に
おいては当該法令
の規定によるほか、
国土交通省令で
定める技術上の基
準に適合するよう
に、建設し、改良し、
又は維持しなけれ
ばならない。

鉄道技術基準省令

鉄道

河川法

河川

第２条 国土交通大臣

は、当分の間、必要があ
ると認めるときは、道路
法第１３条第１項 の規
定にかかわらず、同項

に規定する指定区間外
の一般国道の修繕をす
ることができる。

建築道路港湾

建築基準法道路法港湾法

維持管理計
画の策定が

必要
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安全で経済的な港湾施設の整備、維持管理システムの流れ（案）

技術基準技術基準

総合的な維持
管理の要領

総合的な維持
管理の要領

維持管理計画の作成

管理委託

港湾管理者による
維持管理の実施

国による維持管理
の実施

国による
適合性判定YES

NO

【国有財産】

管理委託同意 国管理の申し出

国と港湾管理者の協議

［準拠］

港湾施設の整備［適合］ （国が作成）
我が国の海上輸送ネットワーク
形成のために必要な根本的な
港湾施設［直轄港湾施設］

（港湾管理者・民間事業者が作成）
直轄港湾施設以外の港湾施設

［評価・裁定］
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港湾管理者

［監査］

［国による監査・
不適切な維持管
理に対する是正
勧告等］

［緊急時の国による監査］

国

［評価］

港湾管理者による
維持管理の実施

【港湾管理者の財産】

国による
適合性判定

民間による維
持管理の実施

【民間事業者の財産】

国による
適合性判定

［評価・裁定］

YES

NO

YES

NO

第三者評価機関

国による施設の性能、維持管理状況の公表

［評価・裁定］



総合的、計画的な維持管理に基づくライフサイクルマネジメントの概念

総合的な維持管理の要領 ライフサイクルマネジメント港湾施設の技術上の基準

施設設計のための
基準

維持管理の方法・
手順・その他に関
する要領

施設の規模・構造・
利用計画

施設の重要度

施設の計画ライフサイク
ル・ライフサイクルコスト

維持管理の
ための基準

点検・診断の要領

維持・補修の要領

準拠

準拠

施設の維
持・管理の
履歴
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維持管理計画

点検診
断計画

維持補
修計画



ライフサイクル・マネジメントの効果

これまで

維持管理

○施設の劣化が致
命的になってから
改修を実施

○老朽化の進行に
より施設の更新
需要が増加

○施設の性能が
低下

○施設の維持、
修繕、更新コス
トの増大

新たな取り組み

維持管理計画に基づく維持管理

点検・診断
○施設の劣
化の進行状
況や劣化原
因を的確に
把握

維持補修による長寿命
化

○点検・診断に基づき
施設の劣化が致命的
になる前に適切な維
持補修を実施

→ライフサイクルの伸長、
ライフサイクルコスト
の低減

ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
導
入

機動的更新整備
○施設重要度を踏まえた
適期・集中的な更新
→ 更新投資の低減・平準化
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【事例】東京埠頭公社における予防保全型維持管理

出典： （財）東京港埠頭公社

事後保全から予防保全への転換
ﾀｰﾐﾅﾙ機能停止の阻止、ﾗｲﾌｻｲｸﾙｺｽﾄ(LCC)の低減、更新需要の平準化
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予防保全型維持管理の手順

出典： （財）東京港埠頭公社 8



LCCの算出・比較

当初想定した性能低下曲線

維持管理シナリオ①

予防保全の観点から予定供用期間100年管理

維持管理シナリオ②

大規模に補修し、その後は予防保全の観点から
予定供用期間100年管理

維持管理シナリオ③

当初の目標供用年数50年まで補修を行って延命
し、その後更新を行って予定供用期間100年管理出典： （財）東京港埠頭公社 9



コスト比較

累計維持管理費
約１６０億円

累計維持管理費
約４６億円

事後保全型
維持管理

予防保全型
維持管理

出典： （財）東京港埠頭公社
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国が自ら行う維持管理の対象と費用負担の考え方

港湾管理者からの国直接維持管理の申し出

防波堤、航路泊地、臨港道路、緑地等

非収益施設

上記以外の港湾施設

維持管理技術、機材、要員の確
保が単独の港湾管理者では困
難なもの

広域的な管理・運用が行われる
ため、単独の港湾管理者が維持
管理の負担を負うことが不適切
なもの

発災時等に広域的なネットワーク
で運用されるため、国が自ら維持
管理すべきもの

その他全国的な課題について継
続モニタリング等を国が自ら行う
必要があるもの

岸壁等

収益施設

港
湾
管
理
者
の

費
用
分
担

国
の
費
用
負
担

港湾法に基づく管理委託
港湾施設の整備、維持管理の状況
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避難所

避難所

避難所

避難所
避難所

避難所

避難所

避難所

海保海保

食料
水
生活用品
簡易トイレ
仮設住宅

食料
水
生活用品
簡易トイレ
仮設住宅

・大量の物資輸送（2週間で27.4万㌧）が
必要

→耐震バースのネットワークを早期にフ

ル稼働させ、効率的な輸送を行う必要
がある

国が自ら維持管理を実施する施設の候補
～大規模地震時の東扇島地区東緑地の役割～

資料：中央防災会議首都直下地震対策専門委員会（第15回）資料の被害想定を前提に算出

・物流コントロール機能を有する東扇島地区東緑地は、被災地への救援物資、復旧資機材の輸送拠点である。救援物資等の輸送
には、広域、国レベルでの調整機能、物流に対する高度な知見・経験、及び港湾の応急復旧のための知見・経験が必要であり、
一港湾管理者では対応が困難。

東京 区部

172.7千トン

東扇島地区緑地

神奈川 川崎

17.7千トン

千葉 湾岸部

30.0千トン

千葉
かずさ・臨海部

7.9千トン

神奈川 横浜

46.1千トン

● 耐震岸壁(ｶﾞﾝﾄﾘｰ耐震化)
◎ 耐震岸壁(ﾔｰﾄﾞ液状化対策)
○ 耐震岸壁

基幹的広域防災拠点
物資・資機材の流れ(海上)
物資・資機材の流れ(陸上)

東京 区部

172.7千トン

東京 区部

172.7千トン

東扇島地区緑地

神奈川 川崎

17.7千トン

神奈川 川崎

17.7千トン

千葉 湾岸部

30.0千トン

千葉 湾岸部

30.0千トン

千葉
かずさ・臨海部

7.9千トン

千葉
かずさ・臨海部

7.9千トン

神奈川 横浜

46.1千トン

神奈川 横浜

46.1千トン

● 耐震岸壁(ｶﾞﾝﾄﾘｰ耐震化)
◎ 耐震岸壁(ﾔｰﾄﾞ液状化対策)
○ 耐震岸壁

基幹的広域防災拠点
物資・資機材の流れ(海上)
物資・資機材の流れ(陸上)

● 耐震岸壁(ｶﾞﾝﾄﾘｰ耐震化)
◎ 耐震岸壁(ﾔｰﾄﾞ液状化対策)
○ 耐震岸壁

基幹的広域防災拠点
物資・資機材の流れ(海上)
物資・資機材の流れ(陸上)

大規模地震が発生すると ・耐震岸壁等の緊急点検

・使用の可否判定

・緊急応急復旧の計画・調整の推進

・東扇島地区東緑地は救援物資輸送の
拠点であるとともに、緊急応急復旧用の
資機材の輸送拠点としても活用する必
要がある

・耐震岸壁の復旧状況、各港湾の特徴
（管理者、規模、水深、荷役機械等）、
内陸の輸送網等を総合的に判断し、救
援物資の効果的な輸送を実現するた
めの方針を立てる

・湾内諸港湾の利用について総合的な
調整を行い、効率的な輸送を実現する

全国から

世界から

全国から

世界から

○

△

×

使用可
能

緊急応急復旧で使用可
能

使用不可（復旧に時間がかか
る）

液状化

岸壁損壊、液状化

実現の
ためには

耐震岸壁等の緊急点
検、情報収集

情報

点検

使用の可否判定

上記の情報を踏まえ、東扇島地区東緑地を拠点とし
た緊急応急復旧・救援物資輸送の計画・調整の推進

湾内諸港湾の総合的な利用調整を行い、効率
的な輸送を実現する

寸断

避難所の必要物資情報

内陸輸送ルート
の被災情報 岸壁の復旧情報

航路の障害物情
報

岸壁損壊

緊急応急復旧で使用可能

A港

B港

B港へ変更せよ

東扇島地区東緑地
（基幹的広域防災拠点）

迂回せよ

迂回航路設定要請
B港への荷役
機械貸出要
請

○○丸の
受入要請

台船、油回収船等
の要請

関係機関等
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備蓄物資

防災関係施
設

一般的な公
園緑地関係
施設

植栽

①管理棟
・管理棟
・通信・映像設備、備蓄倉庫、自家発電設備、廃棄物処理設備、水供給設備
②屋外設備
・ヘリポート、燃料受入設備、放送設備、物資受付小屋、
③荷役設備
・舟運用浮桟橋、荷役用桟橋、ポンツーン、荷捌用テント、車両

①水回り関係
・水飲み場、トイレ、足洗い場等
②電気関係
・監視設備、照明設備、 キュービクル等
③その他

ゴミ箱、案内板、フェンス、都系統、駐車場、レクリエーション広場、遊具、ベ
ンチ、展望台、休憩舎、園路・広場、炊事棟、砂浜、磯場、潮溜り、キャンプ場、
ボードウォーク等

・食料・水
・生活必需品（毛布、衣類、敷物等）
・救助・復旧活動用資機材（応急活動支援用資機材、検索用器具類、切断・破壊用

具類、重量排除器具類、計測機器類、呼吸器類、搬送用機器類、救命器具）
・ベースキャンプ用テント
・簡易トイレ

・樹木、芝生、花壇等管理・
維持関
係

・災害対応講習
・防災訓練（ヘリ輸送・荷役・荷捌・舟運訓練）

訓練管理

内容項目

維持管理の内容
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主要公共施設の維持管理環境と資格制度

造園管理
技士 等

下水道第三
種技術認定
（日本下水
道事業団）

コンクリート
診断士 等

コンクリート
診断士 等

現状無し
↓

困難な維持管理を定期的に実施できる人材が必要
↓

「港湾構造物診断士」制度の創設

資格
制度

なし下水道法施
行令

第15条3の7

なしなし法的
根拠

公園内のた
め維持管理
環境はよい。

作業環境は悪
い。

日常的に道
路を走行し堤
防巡視がで
き維持管理
環境はよい。

一般的な河川
上の道路橋脚
は海洋環境に
ある橋脚に比
べ腐食は小さ
い。

・海域にあるた
め常時波浪をう
ける環境下にあ
る。
・施設へのアク
セスは船舶の利
用が一般的。

・海水に接し、潮位の変動や波しぶきを受ける
といった過酷な環境下にある。
・港湾鋼構造物は、陸上鋼構造物に比べて激し
く腐食する。
・海面付近、海中、ふじつぼ等が付着、透視度
が悪い。
・船舶が係留するため、補修等の作業を継続的
実施することができない。

維持管
理環境

・除草
・清掃
・建物の修
復

コンクリート部
補修
・ひび割れ補
修
・断面修復
・表面被覆

堤防の不同
沈下、法崩れ、
ひび割れ等
に対する補
修
・堤防の嵩上
げ
・腹付け

コンクリート部
補修
重力式係留施
設に準ずる。
鋼製部補修
・塗装

コンクリート部補
修
重力式係留施設
に準ずる。

コンクリート部
補修
重力式に準ず
る。
鋼管杭補修
・被覆補修
・充填補修
・部材交換

鋼矢板補修
・塗覆装
・電気防食

コンクリート部補
修
・ひび割れ補修
・断面修復
・表面被覆
・電気化学的補
修
・電気防食

維持補
修工法

緑地、花
壇、遊戯
施設等

橋脚
（鋼製、コン
クリート）

重力式
（ケーソン式）

桟橋式矢板式重力式（ケーソ
ン式）

構造
形式

公園下水道堤防橋梁外郭施設係留施設対象

都市公園下水道河川道路港湾
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参考 防波堤の維持管理の要領（案）

波圧計，動水圧計、強震計挙動観測技術開発
のための
措置、ﾓﾆﾀ
ﾘﾝｸﾞ

国が費用
を負担す
べき
項目

陸上観察で異常が確認され、水中部
観測が必要と判断した場合

潜水確認水中ﾛﾎﾞｯﾄによる観察水中観測

（目視）、上部工（ｸﾗｯｸ、欠損）、
本体工（側壁のｸﾗｯｸ、鉄筋露出）、
消波工（沈下、欠損）、基礎工（吸
い出し）

陸上観察（目視）、上部工（ｸﾗｯｸ、欠
損）、本体工（側壁のｸﾗｯｸ、
鉄筋露出）、消波工（沈下、
欠損）

陸上観察大規模震
度が発生
した場合

陸上観察で異常が確認され、水中部
観測が必要と判断した場合

潜水確認水中ﾛﾎﾞｯﾄによる観察水中観測

（目視）、上部工（ｸﾗｯｸ、欠損）、
本体工（側壁のｸﾗｯｸ、鉄筋露出）、
消波工（沈下、欠損）、基礎工（吸
い出し）

陸上観察（目視）、上部工（ｸﾗｯｸ、欠
損）、本体工（側壁のｸﾗｯｸ、
鉄筋露出）、消波工（沈下、
欠損）

陸上観察異常海象
後の点検

ﾅﾛｰﾏﾙﾁﾋﾞｰﾑ等による捨石、ﾏｳ
ﾝﾄﾞ等の水中構造、物の変形
観測

水中観測
（1回/5年）

法線測量（GPS、ﾄﾗﾝｼｯﾄ）、
天端・沈下測量（ﾚﾍﾞﾙ）、目
地観測（目視）

天端測量、
法線測量、
沈下測量、
目地観測
（1回/年）

（目視）、上部工（ｸﾗｯｸ、欠損）、
本体工（移動、沈下、ｸﾗｯｸ、鉄筋露
出）、消波工（沈下、欠損）、基礎
工（吸い出し）、法線

外形観察
（1回/月）

（目視）、上部工（ｸﾗｯｸ、欠
損）、本体工（移動、沈下、
ｸﾗｯｸ、鉄筋露出）、消波工
（沈下、欠損）、法線

外形観察
（1回/月）

日常の点
検

国及び港
湾管理者
が連携し
て費用負
担

通常の防波堤の維持管理の内容大水深津波防波堤維持管理の内容
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